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掲示文書一覧（市長分） 令和8年4月9日

種別 番号 題　　名 主　管　課

告示 234 自転車歩行者専用道路の指定について 道路総務課

告示 235 歩行者専用道路の指定について 道路総務課

告示 236 特定計量器定期検査の実施について 市民総合相談室

告示 237 特定計量器定期検査の実施について 市民総合相談室

公告 137 収容動物の公示について 動物管理センター

【 閲覧用 】
持ち帰り厳禁



姫路市告示第 ２３４号   

令和 ８年 ４月 ９日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   自転車歩行者専用道路の指定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の１３第２項の規定に基づき、下記

の市道路線を自転車歩行者専用道路として指定したので、同条第５項の規定により告

示する。 

 

記 

 

１ 路線名  

城東２２８号線 

勝原３７９号線 

２ 指定期日 

  令和８年（2026年） ４月 ９日 
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城東町五軒屋
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《参考》自転車歩行者専用道路指定位置図

S=1:2,500

番 号 路　線　名

１ 城東２２８号線



勝原区山戸

１

勝原区丁

勝原区宮田

西
汐
入
川

県
道
大
江
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太
子
線

市立勝原小学校

市立勝原幼稚園

JR山陽本線

１

路　線　名番 号

勝原３７９号線

《参考》自転車歩行者専用道路指定位置図

S=1:2,500



姫路市告示第 ２３５号   

令和 ８年 ４月 ９日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   歩行者専用道路の指定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の１３第３項の規定に基づき、下記

の市道路線を歩行者専用道路として指定したので、同条第５項の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 路線名  

英賀３５４号線 

２ 指定期日 

  令和８年（2026年） ４月 ９日 



飾磨区山崎

飾磨区富士見ケ丘町

飾磨区付城

飾磨区英賀保駅前町

飾磨区英賀春日町一丁目

飾磨区英賀春日町二丁目
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飾磨区城南町一丁目

番 号 路　線　名

１ 英賀３５４号線

S=1:2,500

《参考》歩行者専用道路指定位置図



姫路市告示第 ２３６号 

令和 ８年 ４月 ９日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   特定計量器定期検査の実施について 

 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する定期検査を実施するの

で、計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第１０条第１項に規定する特定計量器

の定期検査を行う区域、対象となる特定計量器、実施の期日及び場所並びに指定定期

検査機関の名称を、同法第２１条第２項の規定により下記のとおり告示する。 

 

記 

 

１ 区域 姫路市全域 

２ 対象となる特定計量器 計量法施行令第１０条第１項第１号に規定する特定計量

器（小型のものに限る。） 

３ 期日 令和８年（2026年）６月１日から令和９年（2027年）３月３１日まで 

４ 場所 特定計量器の所在の場所 

５ 指定定期検査機関の名称 一般社団法人兵庫県計量協会 



姫路市告示第 ２３７号 

令和 ８年 ４月 ９日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   特定計量器定期検査の実施について 

 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する定期検査を実施するの

で、計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第１０条第１項に規定する特定計量器

の定期検査を行う区域、対象となる特定計量器、実施の期日及び場所を、同法第２１

条第２項の規定により下記のとおり告示する。 

 

記 

 

１ 区域 姫路市全域 

２ 対象となる特定計量器 計量法施行令第１０条第１項第１号及び第２号に規定す

る特定計量器（第１号の場合にあっては、小型のものを除く。） 

３ 期日 令和８年（2026年）６月１日から令和９年（2027）３月３１日まで 

４ 場所 特定計量器の所在の場所 

 



 

姫路市公告第 １３７号   

令和 ８年 ４月 ９日   

                                         

姫路市長  清 元 秀 泰  

 

収容動物の公示について  

 

      動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）第３６条第２項の規定により、下記の動物を収容したので、公示し

ます。  

記  

 

収 容 年 月 日  収 容 場 所  種 類  種 別  性別  毛 色  体格  特 徴  負傷の程度  保 管 の 場 所  

令和８年３月

２０日  
姫路市花影二丁目  猫  ミックス  不明  白  小  首輪なし  腫瘍  エルザ動物医療センター  

      

 

１ 公示期間は、令和 ８年 ４月 ９日から同月１１日までとします。  

     ２ 公示期間満了後１日以内に引き取らないとき又は引き取る旨の申出のないときは、この動物は処分します。  

     ３ 収容動物を引き取る場合は、下記の電話番号に連絡の上、収容動物の保管に要した費用及び返還に要する費用を持参してください。  

     ４ 引取り場所 姫路市東郷町１４５１番地３   姫路市動物管理センター 電話番号（２８１）９７４１  


